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全ての機関は、自身のホームページに公表文を掲載している。

「金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議」 

の取りまとめを受けた各機関の対応方向について 

【各指定紛争解決機関の公表文】 



意見書・要望書

全銀協ニュース

ホーム 全銀協ニュース

平成25年

平成25年3月22日

一般社団法人全国銀行協会

「『金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りまとめ」の
公表を受けて

 平成25年3月8日、金融庁から「『金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の
取りまとめ」（以下「報告書」という。）が公表されました。 
 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関として、加入銀行および加入農林中
央金庫の業務に関する利用者からの苦情の申し出および紛争の解決の申立てについて、公正中立な立場で、
解決のための取組みを行っております。 
 今般、公表された「報告書」は、金融ADR制度をより一層、利用者利便の向上に資するものとするため、
昨年11月に金融庁が設置し、当協会もオブザーバーとして参加した「金融ADR制度のフォローアップに関
する有識者会議」における検討結果を取りまとめたものです。 
 当協会は、今般の「報告書」の内容を真摯に受け止め、他の指定紛争解決機関とも連携をさらに強化し、
以下のとおり、より一層の利用者利便の向上等に資する取組みを行って参る所存です。 

1．指定紛争解決機関としての運営手続について

 当協会では、利用者利便の向上や中立・公正等の観点から、「あっせん委員会運営懇談会」における外部
有識者の提言等も踏まえ、現在も業務の改善に取り組んでいるところですが、より適切な業務運営を実施す
べく、その取組みを強化して参ります。 

 例えば、「あっせん（面談）の回数」については、早期解決および利用者の負担軽減を図るため、可能な限
り1日の面談の中で和解案を提示できるように努める一方、必要に応じて日を改めての面談も実施するなど、柔
軟な対応を行っておりますが、引き続き利用者にとって納得感のある手続の実施に努めて参ります。 
 また、「特別調停案の提示」については、当協会では、紛争解決のために必要な局面においては、顧客の意
向も踏まえ、特別調停案を提示できる態勢となっており、引き続き適切な業務運営に努めて参ります。 

2．利用者アンケートを活用した紛争解決等業務の評価・検証等について

 当協会においては、紛争解決手続を利用された方々からの意見等を伺い、紛争解決手続等の改善を図るこ
とを目的として、あっせん（面談）の結果不調に終わった場合についても、利用者の方々を対象にアンケー
トを実施しております。 
 今後、当協会が行う紛争解決等業務の信頼性等を高める観点から、こうした利用者の方々からのご意見等
を踏まえて改善した事項等については、対外的に公表していくことを検討して参ります。 

 当協会としては、今後とも、上記以外の事項についても、より一層の利用者利便の向上等に資する取組み
を行って参る所存です。  

以上

前へ戻る｜ ページTOPへ戻る
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行動規範・指針・自主ガイドライン等

意見・提言

郵政（簡保）関係

税制関係

国際会計基準関係

株式価値向上関係

その他

営業職員・代理店の教育制度

生命保険相談

せいほ意見交換会

「消費者の声」事務局

ディスクロージャーの充実

調査研究・諸統計

国際保険監督基準への対応

生命保険制度の悪用（モラルリスク）へ

の対応

反社会的勢力への対応

業界共同ネットワーク

診断書の機械印字化

認定個人情報保護団体

環境保全活動

社会貢献活動

「『金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りまとめ」の

公表を受けた対応等について

去る3月8日、金融庁から「『金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りまとめ」（以下、「本報告書」）が

公表されました。（ 金融庁ホームページ ）

金融ＡＤＲ制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）は、平成21年6月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」

により制度化され、平成22年4月に施行されております。その際、同法附則において、法施行後3年以内に、指定紛争解決機関の業務

の遂行状況等を踏まえ、金融ＡＤＲ制度の在り方等について検討を行うべき旨規定されました。

上記附則も踏まえ、金融ＡＤＲ制度をより一層利用者利便の向上に資するものとするため、昨年11月「金融ＡＤＲ制度のフォローアッ

プに関する有識者会議」が金融庁に設置され、各指定紛争解決機関の業務の遂行状況の検証や金融ＡＤＲ制度の在り方等について

検討が行われました。

当有識者会議において取りまとめられた本報告書では、金融ＡＤＲ制度の現状について一定の評価がなされている一方で、各指定

紛争解決機関等の業務における運用の改善に向けた取組みが期待されております。

社団法人生命保険協会（会長：松尾憲治 明治安田生命保険社長）は、保険業法上の生命保険業務および外国生命保険業務に関

する指定紛争解決機関として金融庁から指定を受け、平成22年10月より、生命保険業務および外国生命保険業務に関する利用者か

らの苦情の申し出および紛争の申立てについて、中立・公正な立場から苦情処理手続および紛争解決手続を行っておりますが、本報

告書の内容を真摯に受けとめ、以下のとおり、さらなる利用者の利便性の向上に努めるとともに、中立・公正性および信頼性の確保へ

の取組みをより一層強化してまいります。

本報告書の主な指摘事項に係る当会の現状および今後の取組みについて

指定紛争解決機関等の周知

当会および当会会員会社においては、ホームページやパンフレットへの記載、窓口担当者による説明等により、当会における苦

情処理手続および紛争解決手続等、金融ＡＤＲ制度の周知に努めております。また、他業態に関わる申出事案については当該業

態の指定紛争解決機関等とも連携し（例えば生命保険の銀行窓口販売における一般社団法人全国銀行協会との連携）、利用者の

ニーズにあった適切な指定紛争解決機関等をご案内しています。

今後も、ホームページ等を活用した金融ＡＤＲ制度の更なる周知や、他の指定紛争解決機関等との連携強化を図るとともに、より

一層、利用者の立場に立った丁寧な窓口対応およびわかりやすいご説明に取り組んでまいります。

指定紛争解決機関の運営手続

当会では、弁護士、消費生活相談員および当会職員（いずれの委員も個別の生命保険会社と利害関係を有しない中立・公正な

第三者です。）の3者からなる委員で構成される裁定審査会により紛争解決手続を行っております。審議手続は部会・全体会の二

層体制を採用しており、全委員による全体会にて最終的な判断となる裁定を決議することにより、各部会の判断にバラつきが生じ

ないようにするとともに、委員間の情報共有を図っています。

また、指定紛争解決機関の業務の公正・円滑な運営を図るため、外部有識者の委員で構成される裁定諮問委員会を設置し、業

務運営に関する委員からのご意見を頂戴しています。

さらに、不調に終わった事案も含め、紛争解決手続を利用された方に対して事情聴取（面談）手続の実施も含めた利用者のニー

ズや評価等に関する利用者アンケートを実施し、運営手続を適宜見直すことにより、利用者により満足いただけるよう運営手続の

向上を図っております。

今後も引き続き、中立性・公正性の観点から上記取組み等を継続するとともに、情報発信も強化し、利用者からのさらなる信頼

性の確保に努めてまいります。

紛争解決等業務の公表

当会では、年間約1万件の相談、約6,500件の苦情、約250件の紛争を受け付けておりますが、これらの相談･苦情･紛争の受付

状況を「相談所リポート」として発行し、会員会社にフィードバックするとともに、公表しております。

また、年に4回、項目別苦情件数や代表的な苦情･紛争事例などをまとめた「ボイス･リポート（全社版）」の公表に加え、会員会社

ごとの苦情件数・事例をまとめた「ボイス・リポート（個社版）」の作成･当該社へのフィードバックを行うことにより再発防止･未然防止

を図るとともに、会員会社ごとの苦情件数をホームページで公表することにより、苦情情報等の透明性の確保にも努めております。

さらに、裁定審査会で取り扱った全事案の概要を公表することにより、裁定審査会の手続等の透明性および中立・公正性を担保

しております。

HOME 協会の取組み 意見・提言 その他 「『金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りまとめ」の公表を受けた対応等について

2013年3月22日

検 索
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協会長挨拶

協会の概要

会員会社一覧 

（加盟会社一覧）

役員名簿

業務・財務等に関する資料

リクルート情報

会員会社一覧 

（加盟会社一覧）

新旧会員会社名一覧

会員会社の変遷図

商品情報 

「生命保険かんたんナビ」

決算・四半期情報

苦情受付情報・ 

保険金等お支払情報

ニュースリリース

統計資料

協会からのお知らせ

刊行物・エッセイ集

生命保険相談所

会員会社相談窓口一覧

金融関係他団体 

相談窓口一覧

裁定審査会

相談所リポート・ 

ボイスリポート・裁定概要集

今後も、会員会社へのフィードバック、公表内容の充実に努め、苦情・紛争の再発防止・未然防止を図るとともに、指定紛争解決

機関としての信頼性を高めてまいります。

以 上

ページトップへ戻る

行動規範・指針・自主 

ガイドライン等

意見・提言

営業職員・代理店の 

教育制度

生命保険相談

せいほ意見交換会

「消費者の声」事務局

ディスクロージャーの充実

調査研究・諸統計

国際保険監督基準への対

応

生命保険制度の悪用 

（モラルリスク）への対応

反社会的勢力への対応

業界共同ネットワーク

診断書の機械印字化

認定個人情報保護団体

環境保全活動

社会貢献活動
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トップ お知らせ 協会からのお知らせ

Englishサイトマップ会員会社等へのリンク

ここにキーワードを入力してください。 検索

「『金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りま

とめ」の公表を受けて 
（2013.3.25）

関連リンク

そんぽADRセンター

ページの先頭に戻る

 金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）に関し、金融ADR機関の業務遂行状況等を踏まえた制

度のあり方等にかかる検討を行うため、金融庁に設置された「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会

議」（以下「有識者会議」といいます。）について、標記の取りまとめ（以下「報告書」といいます。）が金融庁ホーム

ページに公表されました。 

 有識者会議では、当協会もオブザーバーとして、金融ADR制度をより一層利用者利便の向上に資するものとする

観点から検討に参画し、報告書においては金融トラブルの解決支援に向けた金融業態ごとの取組み推進について

一定評価を受けるとともに、運用面での改善を通じてさらなる金融ADR機関間の連携強化と利用者の信頼性向上

を図ること等の重要性が共有されたものと認識しております。 

 当協会では、金融庁長官から、保険業法に基づく金融ADR機関としての指定を受けて、2010年10月から「そんぽ

ADRセンター」（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）において、当協会と手続実施基本契約を締結している

損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援等を行っております。これまでの間、苦情5,444

件、紛争800件の手続を実施（2012年12月末現在）するとともに、受付件数の増加に対応するため、紛争解決委員

の増員を始めとする対応体制の拡充に取り組んでまいりました。 

 当協会としては、報告書における運用上の課題および対応の方向性を真摯に受け止め、そんぽADRセンターに

ついて、外部有識者委員等で構成するADR評議会による中立・公正な業務運営を推進し、周知促進を含めた積極

的な情報発信や紛争解決手続での面談実施の増加に努めるほか、利用者アンケート等を通じてさらなる業務改善

に取り組んでまいります。 

東日本大震災により被災された

皆様へ

最新情報

ニュースリリース

各社ニュースリリース

協会からのお知らせ

住宅の修理に関するトラブル

にご注意

取引時確認に関するお客さま

へのお願い

損害保険会社等を名乗る業者

にご注意ください

保険商品の比較に関する自由

討論会

保険商品の比較に関する自由討論会 当サイトについて 個人情報保護方針
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HOME 保険オンブズマンとは ADRとは 手続き方法 会員会社一覧

2013年3月15日

お知らせ

金融ADR有識者会議報告書に関するコメントを公表しました。

「『金融ADR 制度のフォローアップに関する有識者会議』における議論の取りまと
め」について

標題有識者会議において真摯にご検討いただき、種々のご提言を頂いたこと、ま

た、金融ADR制度について、利用者保護に一定の役割を果たしているとの評価を
いただいたことに感謝申し上げます。

種々のご提言に対しては、金融ＡＤＲ機関等との連携強化を含め今後適切に対応

し、利用者の信頼性向上に取り組む所存でありますが、評価及びご提言に対す

る、当保険オンブズマンにおける主な現在の取組み、及び今後の取組み方針等に

ついて、以下のとおり表明します。

当保険オンブズマンでは両当事者の互譲により紛争を解決することを基本として

います。そのため、申立人、保険会社双方の主張を調停委員が直接聴取すること

を原則としています。面談の割合は低いものの、申立人に関しては、基本的に複

数回調停期日を設けている中で、申立人の負担への考慮及び調停委員の判断に

より、ほとんどの事案で電話会議システムを利用し、直接、調停委員が事情を聴取

しています。

また、特別調停案については、それが必要な局面において適切に活用できる態勢

を確保していますが、当保険オンブズマンでは極力両当事者に歩み寄りを促し、和

解による解決を目指しておりますので、結果、特別調停案の提示は1件にとどまっ
ています。

業務の開示について、現在、苦情件数、終了した紛争解決手続等の事案の概要を

開示しております。今後、終了した紛争解決手続等の事案の概要について、その

開示の早期化を図るほか、当局に提出している業務報告書の一部の内容を開示

し、業務全般の実施状況を開示する方向（開示内容の充実）で検討いたします。

また、利用者アンケートに関しては、実施を検討中でしたが、終了した紛争解決手

続の案件数が30件程度に達したことから、次年度において、不調案件を含む終了
したすべての紛争解決手続の案件について実施する予定です。
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サイトマップ｜個人情報の取扱いについて Copyright （C） 2009 XXX. All Rights Reserved.

さらに、業務の運営状況については、外部の有識者からなる運営委員会で検証す

ることとしていますが、運営委員会の意見・助言がより迅速に運営に反映するよ

う、運営委員会の開催頻度を増やすなどの方策を検討いたします。

苦情・紛争データ分析結果等の業界へのフィードバックについては、保険会社サイ

ドからも求められていることから、早急に実施することといたします。内容に関して

は、四半期ごとに事務局と保険会社等との情報交換会を開催するほか、会員全社

に対するニューズレターの発行も検討いたします。
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トップ フィンマックとは 相談等の流れ よくある質問 サイトマップ

平成25年3月22日

証券・金融商品あっせん相談センター

■「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における
  議論のとりまとめを受けて

 去る３月８日、金融庁より、「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取り

まとめ（以下「報告書」といいます。）が公表されました。

 今般、公表された「報告書」は、金融ADR制度をより一層利用者利便の向上に資するものとするため、

指定紛争解決機関の業務の遂行状況等について検討を行うことを目的に昨年11月に金融庁が設置した

「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の検討結果をとりまとめたものです。

 当センターは、平成22年２月より、金融商品取引法に基づく５つの自主規制機関の紛争解決業務を一

元化する趣旨で、金融商品取引業者等と顧客との間の取引に関する相談、苦情処理及び紛争解決に関

する業務を開始し、これまでに、あっせん1,085件、苦情3,825件、相談19,804件を取扱い（平成24年12

月末現在。うち指定紛争解決機関としての実績（第一種金融商品取引業関係）は、あっせん374件、苦情

1,823件）、紛争解決機関として一定の役割を果たしてまいりました。

 また、当センターは、あっせん委員候補者推薦委員会の設置やあっせん委員懇談会の開催などの取

組みを通じて、あっせん委員の人選に関する公正性の確保や特別調停案の提示のあり方に関する意見

交換を行うなど、手続実施に携わる人材育成等に力を注ぐとともに、紛争の未然防止に資するため、紛

争事例について、委託元である自主規制機関に対し毎月フィードバックを行い、ホームページにて公開す

るなど情報発信も行ってまいりました。

 「報告書」では、金融ADR制度の運用開始後３年を経過した現状について一定の評価がなされている

とともに、中立性・公正性の確保と利用者の納得感・信頼感の向上に向けてさらなる努力を重ねていくこ

との重要性が示されております。
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 当センターは、「報告書」における運用上の課題と対応方向性を真摯に受けとめ、外部有識者の積極的

な参画による中立・公正な業務運営を推進するほか、関係する金融ADR機関等との連携の強化を図り

つつ、これまで以上に丁寧な窓口対応とわかりやすい説明に努めるとともに、利用者アンケート調査の

活用・公表等を通じて、より一層利用者利便の向上や業務の質的向上に資する取組みをしてまいりま

す。

以  上

【参考】 金融庁関連ウェブサイト（http://www.fsa.go.jp/singi/adr-followup/20130308.html）

ページTOPへ戻る
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